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建築物における安全性の確保について 

 １ 建築基準法 

  ⑴ 建築基準法とは 

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建

築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために最低限必要な基準を定め

ている。建築物を建築しようとする者は、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合している

かどうか行政庁の確認を受けなければならない。 
 

   ＜建築物の安全・衛生を確保するための基準＞     ＜市街地の安全・環境を確保するための基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 地震等に対する安全性の基準 

   建築基準法は、地震に対する性能として、建築物の存在期間中に１度は遭遇することを考慮すべ

き極めて稀に発生する地震動（震度６強～７程度）に対して倒壊・崩壊するおそれのないことを求

めている（新耐震基準）。 

   また、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、地震に対する安全性が明らかでない一定の

用途・規模の建築物に対し、耐震診断の実施及びその結果の報告を義務付けている。 
 

【不特定多数が利用する大規模な建築物における耐震診断結果（明石市が所管するもの）】 

種別 総数 
うち 

公共 

うち 

民間 

Ⅰ 

倒壊し又 

は崩壊す 

る危険性 

が高い 

Ⅱ 

倒壊し又 

は崩壊す 

る危険性 

がある 

Ⅲ 

倒壊し又 

は崩壊す 

る危険性 

が低い 

全用途合計 ３９ ３７ ２ ５ １３ ２１ 

体育館等運動施設 １ １    １ 

劇場、映画館等 １ １    １ 

百貨店、その他の物品販売を営む店舗 １  １   １ 

図書館 １ １   １  

保健所など公益上必要な建築物 １ １  １   

幼稚園、小学校等 ３３ ３３  ３ １２ １８ 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 １  １ １   

  ※震度６強から７に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。 

※いずれの場合であっても、震度５強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒

壊するおそれはない。 

  

資料４ 
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⑶ 火災に対する安全性の基準 

建築基準法は、災害の発生やこれまでの経験を踏まえて、建築物の防火に関する規制（防火規制）

を定め、消防法とも相まって、在館者の避難安全の確保や火災による倒壊等の周囲への危険防止、

市街地火災対策などの複合的な観点から、講ずべき措置を規定している。具体的には、火災に対す

る性能として、人間が避難するために必要とする時間が確保できるよう、避難に必要な経路である

部屋や通路、階段などを構成している柱、壁、梁などが火熱に耐えるべき時間(耐火時間)を定め、

その必要な耐火時間に応じた構造(耐火構造)が指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防火規制の例】 

Ａ．主要構造部の制限（耐火建築物）        Ｂ．外殻に対する制限（防火構造） 

 

 

 

 

 

 

                     

    Ｅ．避難施設等の設置（敷地内通路の確保） 

                    

 

 

 

 

 

 

延焼の恐れがある部分 
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 ⑷ 市街地の安全を確保するための基準（集団規定） 

建築基準法は、建築物が集まって形成される市街地が安全で良好な都市環境となるよう集団規定

（接道義務、建ぺい率、容積率等）を設けている。 

接道義務（法第４２条～第４４条） 建ぺい率（法第５３条） 

日常の社会経済活動と災害時の避難、日照・採

光、通風といった建築物の環境を確保するため、

建築物の敷地は原則として４ｍ以上の幅員の道

路に２ｍ以上接していなければならない。 

火災における延焼防止や採光、風を確保するた

め、敷地内に一定の空地を確保しなければなら

ない。 
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２ 消防法 

 ⑴ 消防法とは 

火災から国民の生命・身体・財産を保護するとともに、火災・地震などの災害による被害を軽減

することにより、社会秩序を保持し、公共の福祉を増進することを目的として定められた法律であ

る。また、学校や工場、事業場などの施設を防火対象物として定め、消防の用に供する設備や消防

用水、消火活動上必要な施設を設置し、維持することを求めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


